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＜発生概要＞
発生日：平成26年３月26日

症 状：繁殖母豚６頭が下痢
哺乳豚1,000頭が黄色水様性下痢および嘔吐(死亡豚はなし）

検 査：家畜保健衛生所の遺伝子検査で陽性を確認
現在、病理学的検査を実施中

対 応：治癒までの間、豚の移動を自粛
豚舎の消毒、まん延防止対策を指示

県内の養豚場１戸で豚流行性下痢(PED)
を疑う症例が発生しました！

対 策

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 第 ３ ５ 号

対 策
□家畜市場･と畜場･死亡獣畜取扱場などの畜産関係施設への
入退場時の消毒を徹底して下さい!
出荷に際し業者に運搬をお願いする場合も、荷台を中心に、タイヤ回り、

運転席マット等、車両全体の消毒を実施するようお願いしましょう！！
□農場への入場車両はタイヤを中心に車体の洗浄・消毒を徹底!
□豚の運搬車両は特に荷台の洗浄・消毒を強化!!
＊汚れが残っていると消毒の効果は低くなります!
汚れは確実に落としましょう!!

＊消毒薬は濃度を濃くし、長く接触させましょう!
消毒後はできるだけ乾燥させましょう！

□入場者の衣服・靴の交換を徹底!!
□豚の導入時・出荷時は状態をよく観察すること！

PEDを疑う症状を発見したら早期通報を！！
哺乳豚：黄色水様性下痢、嘔吐、死亡の増加
肥育豚：食欲減退、水様性下痢
繁殖豚：食欲減退、下痢、泌乳停止

埼玉県でも疑わしい症例が発生しました！
侵入防止に万全を期すため、飼養衛生管理基準をしっかり守りましょう!!
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